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改定実施日：2023年 11月 1日 

項目 現      行 改  正  後 変更内容・補足説明等 
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「りそなＷｅｂサービス」利用規定 

（2020 年 3 月改定） 

 

第１条（「りそなＷｅｂサービス」の運営） 

 「りそなＷｅｂサービス」は、平成２１年１２月１４日以降、株式会社りそな銀行と株式会社埼玉りそな

銀行が共同で運営します 

  

第２条（本規定の適用） 

株式会社りそな銀行及び株式会社埼玉りそな銀行（以下、「当社」といいます）は、りそなＷｅｂサービ

スを提供するため、以下に「りそなＷｅｂサービス（以下、「本サービス」といいます）」利用規定（以下、

「本規定」といいます）を定めます。本サービスについては、本規定が適用されるものとします。  

 

 

 

 

 

第３条（サービス内容） 

1. 本サービスのサービス内容は以下になり、具体的なサービスの内容については当社が定めるものとし

ます。 

なお、本サービスでのサービス内容については、本サービスの契約者（以下、「契約者」といいます）に

よって異なる場合があり、契約者はこれを予め承諾するものとします。 

(1)「Ｗｅｂ帳票」サービス 

(2)「Ｗｅｂ伝送内容連絡票」サービス 

(3)「Ｗｅｂ申込書作成」サービス 

(4)「Ｗｅｂ入出金明細」サービス（※1） 

(5)「振込結果照会」サービス 

(6)「Ｗｅｂ当座貸越」サービス（※2） 

(7)「りそな Colaborare」サービス（※3）  

※1 (4)のサービスを利用するには、別途、「りそなビジネスダイレクト」の契約が必要です。 

また、「りそなビジネスダイレクト」の利用には当社所定の手数料がかかります。  

※2 (6)のサービスを利用するには、当社と当座貸越契約を締結していただく必要があります（所定の審査

があります）。本サービスを利用するには、別途定める「Ｗｅｂ当座貸越」利用規定に従うものとします。

なお、「りそなＷｅｂサービス」利用規定と「Ｗｅｂ当座貸越」利用規定に齟齬がある場合には、「Ｗｅｂ当

座貸越」利用規定が優先するものとします。  

※3 (7)のサービスはりそな銀行のみのサービスです。 

2. 本サービスの詳細（技術的事項を含みます）につきましては、本サービスホームページ上等に掲示いた

しますので、内容をよくご確認のうえご利用ください。  

 

第１８条（規定の変更） 

1. 当社は、本規定の変更が利用者の一般の利益に適合する限り、または、本規定の変更が、本サービスの

目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的

な範囲内で、本規定を変更することができるものとします。この場合、当社は、本サービスホームペーシ

上の「りそなＷｅｂサービス」利用規定を改定し本サービスホームページ上に掲示します。 

「りそなＷｅｂサービス」「関西みらいＷｅｂサービス」利用規定 

（2023 年 11 月改定） 

 

第１条（「りそなＷｅｂサービス」「関西みらいＷｅｂサービス」の運営） 

「りそなＷｅｂサービス」「関西みらいＷｅｂサービス」は、株式会社りそな銀行と株式会社埼玉りそな 

銀行と株式会社関西みらい銀行が共同で運営します。  

 

第２条（本規定の適用） 

株式会社りそな銀行及び株式会社埼玉りそな銀行及び株式会社関西みらい銀行（以下、「当社」といいま

す）は、「りそなＷｅｂサービス」「関西みらいＷｅｂサービス」を提供するため、以下に「りそなＷｅｂ

サービス」「関西みらいＷｅｂサービス」（以下、「本サービス」といいます）」利用規定（以下、「本規定」

といいます）を定めます。本サービスについては、本規定が適用されるものとします。 なお、本サービ

スの既契約者は、2023 年 11 月 1 日以降、本規定が適用されます。 

 

 

 

第３条（サービス内容） 

本サービスの内容は当社ホームページ上等に掲示いたしますので、内容をご確認のうえご利用ください。

なお、本サービスの内容は、本サービスの契約者（以下、「契約者」といいます）によって異なる場合が

あり、契約者はこれを予め承諾するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１８条（規定の変更） 

1. 当社は、本規定の変更が利用者の一般の利益に適合する限り、または、本規定の変更が、本サービス

の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理

的な範囲内で、本規定を変更することができるものとします。この場合、当社は、本サービスホームペー

シ上の本規定を改定し本サービスホームページ上に掲示します。  

 

 

 

 

利用規定 3 行共通化による

改定 

 

 

利用規定 3 行共通化による

改定 

 

 

 

 

 

 

サービス内容は HP を確認

のうえ、申込いただく内容

へ変更。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用規定 3 行共通化による

改定 

 

 


